
保護者の皆様 

令和２年５月 26日 

昭島市教育委員会 

  

 

学校の再開及び今後の教育活動等について 
 

 

保護者の皆様におかれましては、本市新型コロナウイルス感染症対策についてご理解

とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、昨日（５月 25 日）の政府対策本部会議において、残る５都道県の緊急事態宣

を解除することが決定されました。これを受けて昭島市教育委員会では、４月 28 日付

けで保護者の皆様に通知した「臨時休校の延長及び学校再開後の教育活動等について」

でお知らせしたとおり、６月１日より学校教育活動を再開いたします。 

つきましては、下記に示すとおり段階的な授業再開や当面の教育活動等を実施してま

いりますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいしたします。学校再開後も子

どもたちや家庭との繋がりを大切にし、子どもたちが自他の健康・安全を守り、未来を

切り拓こうとする意識を育ててまいります。 

 

記 

 

１ 学校再開日 

  令和２年６月１日（月） 

 

２ 学校再開当初の授業時間 

（１）第１段階  

学級内時差登校 １日（月）から４日（木）まで 

   ・３密を防ぐために学級集団を 10人以下のグループに分けて、時差で学習を行

います。 

・１グループ１単位時間（小学校 45分、中学校 50分）の学習後、下校となり

ます。 

   ・授業開始時刻、終了時刻は各校のお知らせでご確認ください。 

（２）第２段階 

午前授業 ５日（金）から 10日（水）まで 土日を除く 

  ・通常の授業を４校時まで行います。 

・授業開始時刻、終了時刻は各校のお知らせでご確認ください。 

（３）第３段階 

通常授業 11日（木）から 

    各校の通常の時間割どおりに進めます。 

 

３ 土曜授業 

 午前授業（４時間）を月２回までで設定します。給食はありません。 

 

 

 



４ 給食開始 

 ・ ６月 11日（木）から開始します。 

 ・ 教室換気を良好に保ち、児童生徒全員が同方向を向いて黙食します。 

 ・ 配膳の際は、白衣、マスク等の身支度はもとより、手洗い後アルコールによる

手指消毒をします。 

 ・ 教室内の人数が多くなる場合は、余裕教室等を活用し分散させます。 

 
５ 教室環境 

・ 適切な環境保持のため、教室等のこまめな換気を行います。空調や衣服による

温度調節により温・湿度の管理を行いますので、お子様の衣服の調整にご協力く

ださい。 

・ マスク着用で学習を行います。（体育の学習を除く） 

・ 全校児童生徒が一堂に同じ場所に集まる集会は、放送で行うなど、最大限の感染

リスク対応策を講じます。教室やトイレなど児童生徒が利用する場所のうち、特に

多く手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチ等）は 1日 1回以上、消毒しま

す。 

 

６ 授業・行事等 
・ グループ学習時の机の向きは児童生徒同士が対面しないようにします。  

・ 音楽の授業は歌唱の活動や管楽器（リコーダー等）を用いる活動は、当面の間、

行いません。 

・ 家庭科の学習やクラブ活動等では、調理実習はしません。 

・ 体育館での体育の学習は密集や密着を避け、室内換気の徹底を図ります。校庭で

の学習においても、密集や密着を避けます。 

・ 今年度の水泳学習は実施しません。  

・ 全校の児童生徒が一堂に同じ場所に避難する避難訓練は、当面の間、中止します。 

・ 部活動は通常授業開始時期（６月 11 日）から、３密にならない活動のみ開始し

ます。 

 
７ 健康面 

・ お子様の健康観察については、毎朝、自宅で検温し、健康チェック表に記入させ

てください。 

・ 手洗い、咳エチケット（ティッシュ・ハンカチや袖で口・鼻を覆う）などの基本

的な感染症対策の徹底につきましては、ご家庭でもご指導ください。 

・ 生活リズムの乱れや友達に会えなかったことによるストレスから、悩みを抱えた

り不登校になったりした児童生徒へのカウンセリングをＳＣ及び心理士等を活用

して実施します。 

 

８ 夏季休業日 

  ８月１日（土）から 23日（日）までを夏季休業日とします。 

 

９ その他 

学校再開後の教育活動の内容等については、国や都の動向により、上記対応事項を

変更する場合があります。 


